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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信方式に対応する複数の第１の無線通信装置と、第２の通信方式に対応する第
２の無線通信装置と、前記第１の通信方式に対応する第１の無線通信端末と、前記第１及
び第２の通信方式に対応する第２の無線通信端末とを備える無線通信システムであって、
　前記第１の無線通信装置は、前記第２の無線通信装置とのバックボーン回線の共有に関
する情報を送信する送信部を備え、
　前記第１及び第２の無線通信端末は、受信した前記情報に基づいて接続する無線通信装
置を選択する選択部を備える、無線通信システム。
【請求項２】
　前記第２の無線通信端末に係る前記選択部は、前記第１の通信方式で無線通信を行う場
合、前記第２の無線通信装置とバックボーン回線を共有している前記第１の無線通信装置
を接続先として選択する、請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記送信部が送信する情報は、バックボーン回線を共有している前記第２の無線通信装
置と自装置との距離に関する情報を含む、請求項１又は２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記第１の無線通信装置は、前記送信部が送信する情報を記憶する記憶部を備え、該記
憶部に記憶された情報に基づいて、自装置に接続する無線通信端末の接続制御を行う、請
求項１～３いずれか一項に記載の無線通信システム。
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【請求項５】
　前記第１の無線通信端末に係る前記選択部は、バックボーン回線を単独に設置している
前記第１の無線通信装置を接続先として選択する、請求項１～４のいずれか一項に記載の
無線通信システム。
【請求項６】
　第１の通信方式に対応する複数の第１の無線通信装置と、第２の通信方式に対応する第
２の無線通信装置とを備える無線通信システムにおける無線通信端末であって、
　前記第１の無線通信装置と前記第２の無線通信装置とのバックボーン回線の共有に関す
る情報に基づいて、接続する無線通信装置を選択する選択部を備える、無線通信端末。
【請求項７】
　前記第１の通信方式に対応し、
　前記選択部は、バックボーン回線を単独に設置している前記第１の無線通信装置を接続
先として選択する、請求項６に記載の無線通信端末。
【請求項８】
　前記第１及び第２の通信方式に対応し、
　前記選択部は、前記第２の通信方式に対応する第２の無線通信装置とバックボーン回線
を共有している前記第１の無線通信装置を接続先として選択する、請求項６に記載の無線
通信端末。
【請求項９】
　第１の通信方式に対応する第１の無線通信装置であって、
　第２の通信方式に対応する第２の無線通信装置とのバックボーン回線の共有に関する情
報を送信する送信部を備える、無線通信装置。
【請求項１０】
　前記送信部が送信する情報は、バックボーン回線を共有している前記第２の無線通信装
置と自装置の距離に関する情報を含む、請求項９に記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　前記送信部が送信する情報を記憶する記憶部を備え、該記憶部に記憶された情報に基づ
いて、自装置に接続する無線通信端末の接続制御を行う、請求項９又は１０に記載の無線
通信装置。
【請求項１２】
　第１の通信方式に対応する複数の第１の無線通信装置と、第２の通信方式に対応する第
２の無線通信装置と、前記第１の通信方式に対応する第１の無線通信端末と、前記第１及
び第２の通信方式に対応する第２の無線通信端末とを備える無線通信システムにおける通
信方法であって、
　前記第１の無線通信装置が、前記第２の無線通信装置とのバックボーン回線の共有に関
する情報を送信するステップと、
　前記第１及び第２の無線通信端末が、受信した前記情報に基づいて接続する無線通信装
置を選択するステップとを含む、通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、無線通信端末、無線通信装置及び通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信におけるトラフィック増大に対応する手段として、ＰＨＳや３Ｇ等の複
数の通信方式が利用可能なデュアル端末がある。このようなデュアル端末は、例えば、一
方の通信方式に対応する基地局と接続できない場合等に、他方の通信方式に対応する基地
局と接続できるというメリットがある（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１０９８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、デュアル端末においては、一方の通信方式に対応する基地局に接続した後に
、干渉等により通信品質が低下することがある。このような場合、他方の通信方式に対応
する基地局へ接続を切り替えるように制御して通信の維持を図ることが考えられる。
【０００５】
　しかしながら、他方の通信方式に対応する基地局への接続切り替えが実際に可能か否か
ついては、デュアル端末が他方の通信方式によりサーチを行い、他方の通信方式に対応す
る基地局の存在を検出するまで未知である。また、他方の通信方式に対応する基地局を検
出できた場合であっても、その基地局とデュアル端末との距離が遠い等の理由により信号
強度が低い場合、接続切り替えを行ってもさしたる通信状況の改善は見込めない場合があ
った。このため、一方の通信方式において通信品質が低下した場合等に、デュアル端末の
動作を他の通信方式に単に切り替える制御は行われていなかった。従って、デュアル端末
において他の通信方式に対応する基地局へのハンドオーバが抑制され、無線通信システム
全体における周波数の利用効率を向上することができなかった。
【０００６】
　従って、上記のような課題に鑑みてなされた本発明の目的は、デュアル端末において他
の通信方式に対応する基地局へのハンドオーバの容易性を向上し、複数の通信方式を採用
する無線通信システム全体における周波数の利用効率を向上することができる無線通信シ
ステム、無線通信端末、無線通信装置及び通信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明に係る無線通信システムは、
　第１の通信方式に対応する複数の第１の無線通信装置と、第２の通信方式に対応する第
２の無線通信装置と、前記第１の通信方式に対応する第１の無線通信端末と、前記第１及
び第２の通信方式に対応する第２の無線通信端末とを備える無線通信システムであって、
　前記第１の無線通信装置は、前記第２の無線通信装置とのバックボーン回線の共有に関
する情報を送信する送信部を備え、
　前記第１及び第２の無線通信端末は、受信した前記情報に基づいて接続する無線通信装
置を選択する選択部を備える。
【０００８】
　更に、本発明に係る無線通信システムは、
　前記第２の無線通信端末に係る前記選択部は、前記第１の通信方式で無線通信を行う場
合、前記第２の無線通信装置とバックボーン回線を共有している前記第１の無線通信装置
を接続先として選択する。
【０００９】
　更に、本発明に係る無線通信システムは、
　前記送信部が送信する情報は、バックボーン回線を共有している前記第２の無線通信装
置と自装置との距離に関する情報を含む。
【００１０】
　更に、本発明に係る無線通信システムは、
　前記第１の無線通信装置は、前記送信部が送信する情報を記憶する記憶部を備え、該記
憶部に記憶された情報に基づいて、自装置に接続する無線通信端末の接続制御を行う。
【００１１】
　更に、本発明に係る無線通信システムは、
　前記第１の無線通信端末に係る前記選択部は、バックボーン回線を単独に設置している
前記第１の無線通信装置を接続先として選択する。
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【００１２】
　更に、本発明に係る無線通信端末は、
　第１の通信方式に対応する複数の第１の無線通信装置と、第２の通信方式に対応する第
２の無線通信装置とを備える無線通信システムにおける無線通信端末であって、
　前記第１の無線通信装置と前記第２の無線通信装置とのバックボーン回線の共有に関す
る情報に基づいて、接続する無線通信装置を選択する選択部を備える。
【００１３】
　更に、本発明に係る無線通信端末は、
　前記第１の通信方式に対応し、
　前記選択部は、バックボーン回線を単独に設置している前記第１の無線通信装置を接続
先として選択する。
【００１４】
　更に、本発明に係る無線通信端末は、
　前記第１及び第２の通信方式に対応し、
　前記選択部は、前記第２の通信方式に対応する第２の無線通信装置とバックボーン回線
を共有している前記第１の無線通信装置を接続先として選択する。
【００１５】
　更に、本発明に係る無線通信装置は、
　第１の通信方式に対応する第１の無線通信装置であって、
　第２の通信方式に対応する第２の無線通信装置とのバックボーン回線の共有に関する情
報を送信する送信部を備える。
【００１６】
　更に、本発明に係る無線通信装置は、
　前記送信部が送信する情報は、バックボーン回線を共有している前記第２の無線通信装
置と自装置の距離に関する情報を含む。
【００１７】
　更に、本発明に係る無線通信装置は、
　前記送信部が送信する情報を記憶する記憶部を備え、該記憶部に記憶された情報に基づ
いて、自装置に接続する無線通信端末の接続制御を行う。
【００１８】
　更に、本発明に係る通信方法は、
　第１の通信方式に対応する複数の第１の無線通信装置と、第２の通信方式に対応する第
２の無線通信装置と、前記第１の通信方式に対応する第１の無線通信端末と、前記第１及
び第２の通信方式に対応する第２の無線通信端末とを備える無線通信システムにおける通
信方法であって、
　前記第１の無線通信装置が、前記第２の無線通信装置とのバックボーン回線の共有に関
する情報を送信するステップと、
　前記第１及び第２の無線通信端末が、受信した前記情報に基づいて接続する無線通信装
置を選択するステップとを含む。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、デュアル端末において他の通信方式に対応する基地局へのハンドオー
バの容易性を向上し、複数の通信方式を採用する無線通信システム全体における周波数の
利用効率を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムの概略構成を示す図である。
【図２】図１の無線通信システムにおける第１の無線通信装置の概略構成を示す機能ブロ
ック図である。
【図３】図１の無線通信システムにおける基地局選択情報の内容を示す図である。
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【図４】図１の無線通信システムにおける第２の通信方式に対応する無線通信端末の概略
構成を示す機能ブロック図である。
【図５】図１の無線通信システムにおける第２の通信方式に対応しない無線通信端末の概
略構成を示す機能ブロック図である。
【図６】図１の無線通信システムにおける第１の無線通信装置の動作を示すフローチャー
ト図である。
【図７】図１の無線通信システムにおける第２の通信方式に対応する無線通信端末の動作
を示すフローチャート図である。
【図８】図１の無線通信システムにおける第２の通信方式に対応しない無線通信端末の動
作を示すフローチャート図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る無線通信システムにおける第１の無線通信装置の
動作を示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して説明する。
【００２２】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムの概略構成を示す図である。
以下の説明においては、第１の通信方式をＰＨＳ通信方式、第２の通信方式を３Ｇ通信方
式、また無線通信装置を基地局として説明する。無線通信システムは、ＰＨＳ基地局１（
１－１，１－２，１－３，１－４）と、３Ｇ基地局２と、デュアル端末３（３－１，３－
２）と、ＰＨＳ端末４と、を備える。ＰＨＳセル１０（１０－１，１０－２，１０－３，
１０－４）と３Ｇセル２０は、それぞれＰＨＳ基地局１、３Ｇ基地局２が通信可能な地理
的範囲を示す。図１は、ＰＨＳ基地局１－１、１－４、及び３Ｇ基地局２が同一地点に位
置し、デュアル端末３－１が３Ｇ基地局２に係る３Ｇセル２０の範囲外に位置し、デュア
ル端末３－２が３Ｇ基地局２に係る３Ｇセル２０の範囲内に位置している様子を示す。一
般に、ＰＨＳ基地局１のセルと比較して３Ｇ基地局２のセルは広範となる。なお図１では
簡便のため、４つのＰＨＳ基地局１と、１つの３Ｇ基地局２と、２つのデュアル端末３と
、１つのＰＨＳ端末４のみを示す。
【００２３】
　ＰＨＳ基地局１は、ＰＨＳ通信方式に対応する基地局であり、デュアル端末３及びＰＨ
Ｓ端末４と接続して通信可能である。またＰＨＳ基地局１は、後述する基地局選択情報１
０６を報知する。ここでＰＨＳ基地局（１－１，１－２，１－３）は、３Ｇ基地局２とバ
ックボーン回線を共有しておらず、バックボーン回線を単独に設置している。またＰＨＳ
基地局１－４は、３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有して設置しており、３Ｇ基地局
２に関する情報（稼働状況、位置情報、基地局ＩＤ等）をバックボーン回線から取得可能
である。
【００２４】
　３Ｇ基地局２は、３Ｇ通信方式に対応する基地局であり、デュアル端末３と接続して通
信可能である。なお３Ｇ基地局２は、複数のＲＲＵ（Remote Radio Unit：遠隔無線ユニ
ット）をＢＢＵ（Base Band Unit：ベースバンドユニット）から切り離した構成としても
よい。この場合、以下の説明において３Ｇ基地局とあるのは３Ｇ基地局のＲＲＵと読み替
えることができる。
【００２５】
　デュアル端末３は、ＰＨＳ及び３Ｇの通信方式を利用可能な無線通信端末である。デュ
アル端末３は、ＰＨＳ基地局１又は３Ｇ基地局２に接続して通信可能である。
【００２６】
　ここでデュアル端末３－１は、バックボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局１
－３と接続している。この場合、デュアル端末３－１は、３Ｇ通信方式によるサーチを行
うまで、３Ｇ基地局２に係る３Ｇセル２０の範囲内に自端末が位置しているか否かを判断
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することはできない。
【００２７】
　一方、デュアル端末３－２は、３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有しているＰＨＳ
基地局１－４と接続している。この場合、デュアル端末３－２は、３Ｇ基地局２がＰＨＳ
基地局１－４の近傍に存在することを示す基地局選択情報１０６をＰＨＳ基地局１－４か
ら受信することにより、３Ｇ通信方式によるサーチを行うことなく、３Ｇ基地局２に係る
３Ｇセル２０の範囲内に位置している蓋然性が高いと判断することができる。
【００２８】
　ＰＨＳ端末４は、ＰＨＳの通信方式を利用可能な無線通信端末であり、３Ｇの通信方式
は利用できない。ＰＨＳ端末４は、ＰＨＳ基地局１に接続して通信可能である。
【００２９】
　図２は、図１の無線通信システムにおけるＰＨＳ基地局１の概略構成を示す機能ブロッ
ク図である。ＰＨＳ基地局１は、送信部１００と、受信部１０１と、バックボーン情報取
得部１０２と、基地局選択情報作成部１０３と、基地局選択情報１０６を記憶する記憶部
１０４と、基地局制御部１０５と、を備える。
【００３０】
　送信部１００は、デュアル端末３及びＰＨＳ端末４に無線信号を送信する。また送信部
１００は、基地局制御部１０５の制御により、デュアル端末３及びＰＨＳ端末４が自局に
接続するための制御情報を制御チャネルで定期的に送信（報知）する。また送信部１００
は、基地局選択情報１０６を制御チャネルで送信する。
【００３１】
　受信部１０１は、デュアル端末３及びＰＨＳ端末４から無線信号を受信する。また受信
部１０１は、デュアル端末３及びＰＨＳ端末４との通信品質を測定する。以下の説明にお
いて通信品質は、例えば、受信信号強度（ＲＳＳＩ）である。
【００３２】
　バックボーン情報取得部１０２は、自局のバックボーン回線（不図示）から、バックボ
ーン回線に関する情報を取得する。バックボーン回線に関する情報は、例えば自局とバッ
クボーン回線を共有している３Ｇ基地局２の有無を示す情報を含む。好適にはバックボー
ン回線に関する情報は、自局が３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有している場合、３
Ｇ基地局２の位置情報を含む。好適にはバックボーン回線に関する情報は、自局が３Ｇ基
地局２とバックボーン回線を共有している場合、３Ｇ基地局２を識別する３Ｇ基地局ＩＤ
を含む。なお、バックボーン回線からバックボーン回線に関する情報を取得するとは、例
えば、ＰＨＳ基地局１を管理するＰＨＳ用管理装置（不図示）や、バックボーン回線を共
有している３Ｇ基地局２を管理する３Ｇ用管理装置（不図示）にバックボーン回線に関す
る情報を記憶させておき、これら管理装置から、バックボーン回線を介してバックボーン
回線に関する情報を取得する方法がある。
【００３３】
　基地局選択情報作成部１０３は、バックボーン情報取得部１０２が取得した情報に基づ
いて、自装置と３Ｇ基地局２とのバックボーン回線の共有に関する基地局選択情報１０６
を作成する。
【００３４】
　ここで図３（ａ），（ｂ）を参照して、基地局選択情報１０６について説明する。図３
（ａ）に示す基地局選択情報１０６ａは、ＰＨＳ基地局１が２つの３Ｇ基地局２とバック
ボーン回線を共有している例である。図３（ｂ）に示す基地局選択情報１０６ｂは、ＰＨ
Ｓ基地局１がバックボーン回線を単独に設置している例である。基地局選択情報１０６は
、自局とバックボーン回線を共有している３Ｇ基地局２の有無を示す情報１０６－１を含
む。３Ｇ基地局２の有無を示す情報１０６－１は、例えば、バックボーン回線から取得し
た情報に基づき、稼動中の３Ｇ基地局２を検出した場合に「有」とし、検出しない場合に
「無」とする。好適には基地局選択情報１０６は、自局と、バックボーン回線を共有して
いる３Ｇ基地局２との距離に関する情報１０６－２を含む。距離に関する情報１０６－２



(7) JP 6096552 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

は、例えば、バックボーン回線から取得した３Ｇ基地局２の位置情報と自局の位置から算
出する。好適には基地局選択情報１０６は、バックボーン回線を共有している３Ｇ通信方
式の基地局を識別する３Ｇ基地局ＩＤ１０６－３を含む。
【００３５】
　ここで、一般にバックボーン回線を共有して設置できるのは基地局同士が地理的に接近
して設置される場合に限られる。そのため、３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有して
いるＰＨＳ基地局１－４に接続しているデュアル端末３－２は、３Ｇ基地局２に係る３Ｇ
セル２０内に位置していると考えられ、また３Ｇ基地局２との距離による通信品質の劣化
も少ないと考えられる。従って、ＰＨＳ基地局１－４に接続しているデュアル端末３－２
は、３Ｇ基地局２へハンドオーバすることが容易である蓋然性が高い。
【００３６】
　図２の説明に戻る。記憶部１０４は、基地局制御部１０５の制御により、情報作成部１
０３が作成した基地局選択情報１０６を記憶する。
【００３７】
　基地局制御部１０５は、ＰＨＳ基地局１の動作全体を制御する。
【００３８】
　図４は、図１の無線通信システムにおけるデュアル端末３の概略構成を示す機能ブロッ
ク図である。デュアル端末３は、ＰＨＳ通信部３０と、３Ｇ通信部３１と、選択部３２と
、端末制御部３３とを備える。
【００３９】
　ＰＨＳ通信部３０は、アンテナを介してＰＨＳ基地局１と無線通信を行う。またＰＨＳ
通信部３０は、複数のＰＨＳ基地局１から複数の制御情報及び複数の基地局選択情報１０
６を受信する。またＰＨＳ通信部３０は、ＰＨＳ基地局１との通信品質を測定する。
【００４０】
　３Ｇ通信部３１は、アンテナを介して３Ｇ基地局２と無線通信を行う。また３Ｇ通信部
３１は、３Ｇ基地局２との通信品質を測定する。
【００４１】
　選択部３２は、ＰＨＳ通信部３０が受信した基地局選択情報１０６に基づいて、３Ｇ基
地局２とバックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１を検出する。そして選択部３２
は、バックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１を１つ以上検出した場合、バックボ
ーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１から接続先を選択する。好適には選択部３２は、
３Ｇ基地局２との距離１０６－２が近いＰＨＳ基地局１から優先的に選択してもよい。一
方、選択部３２は、３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１を検
出しない場合、バックボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局１から接続先を選択
する。
【００４２】
　端末制御部３３は、デュアル端末３の動作全体を制御する。
【００４３】
　図５は、図１の無線通信システムにおけるＰＨＳ端末４の概略構成を示す機能ブロック
図である。ＰＨＳ端末４は、ＰＨＳ通信部４０と、選択部４１と、端末制御部４２とを備
える。
【００４４】
　ＰＨＳ通信部４０は、アンテナを介してＰＨＳ基地局１と無線通信を行う。またＰＨＳ
通信部４０は、複数のＰＨＳ基地局１から複数の制御情報及び複数の基地局選択情報１０
６を受信する。またＰＨＳ通信部４０は、ＰＨＳ基地局１との通信品質を測定する。
【００４５】
　選択部４１は、ＰＨＳ通信部４０が受信した基地局選択情報１０６に基づいて、バック
ボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局１を検出する。そして選択部４１は、バッ
クボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局１を１つ以上検出した場合、バックボー
ン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局１から接続先を選択する。一方、選択部４１は
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、バックボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局１を検出しない場合、３Ｇ基地局
２とバックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１から接続先を選択する。好適には選
択部４１は、３Ｇ基地局２との距離１０６－２が遠いＰＨＳ基地局１から優先的に選択し
てもよい。
【００４６】
　端末制御部４２は、ＰＨＳ端末４の動作全体を制御する。
【００４７】
　次に、図１の通信システムの動作について説明する。図６は、ＰＨＳ基地局１が基地局
選択情報１０６を送信する動作を示すフローチャート図である。まずＰＨＳ基地局１の基
地局制御部１０５は、デュアル端末３及びＰＨＳ端末４が自局に接続するための制御情報
を制御チャネルで定期的に報知するタイミングであるか否かを時刻情報等に基づいて判断
する（ステップＳ１０１）。報知するタイミングでないと判断した場合、ステップＳ１０
１に戻る。報知するタイミングであると判断した場合、ステップＳ１０２に進む。
【００４８】
　ステップＳ１０１において報知するタイミングであると判断した場合、バックボーン情
報取得部１０２は、自局のバックボーン回線（不図示）から、バックボーン回線に関する
情報を取得する（ステップＳ１０２）。
【００４９】
　続いて基地局選択情報作成部１０３は、バックボーン情報取得部１０２が取得した情報
に基づいて、基地局選択情報１０６を作成する（ステップＳ１０３）。
【００５０】
　続いて基地局制御部１０５は、情報作成部１０３が作成した基地局選択情報１０６を記
憶部１０４に記憶する（ステップＳ１０４）。
【００５１】
　続いて送信部１００は、制御情報及び基地局選択情報１０６を制御チャネルで送信し（
ステップＳ１０５）、ステップＳ１０１に戻る。
【００５２】
　このように、ＰＨＳ基地局１は、バックボーン回線を共有している３Ｇ基地局２の有無
に関する基地局選択情報１０６を送信することにより、基地局選択情報１０６を受信した
デュアル端末３は、３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１を判
別することができる。
【００５３】
　図７は、図１の無線通信システムにおけるＰＨＳ動作中のデュアル端末３の動作を示す
フローチャート図である。まずデュアル端末３のＰＨＳ通信部３０は、複数のＰＨＳ基地
局１から複数の制御情報及び複数の基地局選択情報１０６を受信する（ステップＳ２０１
）。
【００５４】
　続いて選択部３２は、ＰＨＳ通信部３０が受信した基地局選択情報１０６に基づいて、
３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１の有無を検出する（ステ
ップＳ２０２）。
【００５５】
　ステップＳ２０２においてバックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１を１つ以上
検出した場合、選択部３２は、バックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１から接続
先を選択する（ステップＳ２０３）。好適には選択部３２は、バックボーン回線を共有し
ているＰＨＳ基地局１と３Ｇ基地局２との距離１０６－２が近いＰＨＳ基地局１から優先
的に選択してもよい。
【００５６】
　一方、ステップＳ２０２においてバックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１を検
出しない場合、選択部３２は、バックボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局１か
ら接続先を選択する（ステップＳ２０５）。
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【００５７】
　続いて端末制御部３３は、選択部３２が選択した基地局に対して位置登録を行う（ステ
ップＳ２０４）。
【００５８】
　このように、本実施形態によれば、ＰＨＳ動作中のデュアル端末３は、３Ｇ基地局２と
バックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１を接続先として優先的に選択することに
より、ＰＨＳ基地局１に接続した後に通信品質が低下した場合等、３Ｇ動作に切り替える
ことで３Ｇ基地局２に接続できる蓋然性が高い。従って、デュアル端末３においてＰＨＳ
基地局１から３Ｇ基地局２へのハンドオーバの容易性を向上でき、無線通信システム全体
における周波数の利用効率を向上することができる。またバックボーン回線を共有してい
るＰＨＳ基地局１が複数ある場合、バックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１と３
Ｇ基地局２との距離１０６－２が近いＰＨＳ基地局１から優先的に接続先として選択する
ことにより、ＰＨＳ基地局１に接続した後に３Ｇ動作に切り替えた場合、３Ｇ基地局２に
接続できる蓋然性がより高くなる。
【００５９】
　図８は、図１の無線通信システムにおけるＰＨＳ端末４の動作を示すフローチャート図
である。まずＰＨＳ端末４のＰＨＳ通信部４０は、複数のＰＨＳ基地局１から複数の制御
情報及び複数の基地局選択情報１０６を受信する（ステップＳ３０１）。
【００６０】
　続いて選択部４１は、ＰＨＳ通信部４０が受信した基地局選択情報１０６に基づいて、
バックボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局１の有無を検出する（ステップＳ３
０２）。
【００６１】
　ステップＳ３０２においてバックボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局１を１
つ以上検出した場合、選択部４１は、バックボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地
局１から接続先を選択する（ステップＳ３０３）。
【００６２】
　一方、ステップＳ３０２においてバックボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局
１を検出しない場合、選択部４１は、３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有しているＰ
ＨＳ基地局１から接続先を選択する（ステップＳ３０５）。好適には選択部４１は、バッ
クボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１と３Ｇ基地局２との距離１０６－２が遠いＰ
ＨＳ基地局１から優先的に選択してもよい。
【００６３】
　続いて端末制御部４２は、選択部４１が選択した基地局に対して位置登録を行う（ステ
ップＳ３０４）。
【００６４】
　このように、本実施形態によれば、ＰＨＳ端末４は、バックボーン回線を単独に設置し
ているＰＨＳ基地局１を接続先として優先的に選択することにより、デュアル端末３との
干渉を低減し、またデュアル端末３が３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有しているＰ
ＨＳ基地局１に接続容易となるため、無線通信システム全体における周波数の利用効率を
向上することができる。
【００６５】
（第２の実施形態）
　次に本発明の第２の実施形態に係る無線通信システムについて説明する。本実施形態の
無線通信システムの構成は図１と同一であるため、説明は省略する。また、本実施形態に
係るＰＨＳ基地局１の構成は、図２と同一であるが、基地局制御部１０５による制御が相
違する。
【００６６】
　本実施形態に係るＰＨＳ基地局１の基地局制御部１０５は、自局とバックボーン回線を
共有している３Ｇ基地局２の有無に関する情報に基づいて、デュアル端末３及びＰＨＳ端
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末４に対する接続制御を行う。具体的には、基地局制御部１０５は、自局が３Ｇ基地局２
とバックボーン回線を共有している場合、デュアル端末３を自局に優先的に接続させる接
続制御を行う。一方、基地局制御部１０５は、自局がバックボーン回線を単独に設置して
いる場合、ＰＨＳ端末４を自局に優先的に接続させる接続制御を行う。この基地局制御部
１０５の接続制御は、例えば、（１）デュアル端末３またはＰＨＳ端末４がＰＨＳ通信方
式にて接続要求した時に何れかの通信方式を指定する時、（２）デュアル端末３またはＰ
ＨＳ端末４の待ち受け時、次回通信を行う際の通信方式をＰＨＳ通信方式に指定する時、
（３）通信中のデュアル端末３またはＰＨＳ端末４に、次回通信を行う際の通信方式をＰ
ＨＳ通信方式に指定する時、（４）バックボーン回線を共有する３Ｇ基地局の無線リソー
スが不足していることをＰＨＳ基地局１の基地局制御部１０５が検出した時、等で実行す
ることが考えられる。
【００６７】
　図９は、本実施形態に係る無線通信システムにおけるＰＨＳ基地局１の動作を示すフロ
ーチャート図である。まずＰＨＳ基地局１の基地局制御部１０５は、自局が３Ｇ基地局２
とバックボーン回線を共有しているか否かを識別する（ステップＳ４０１）。なお、自局
が３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有しているか否かの識別は、記憶部１０４が記憶
している基地局選択情報１０６に基づいて行ってもよく、バックボーン回線から新たに情
報を取得して行ってもよい。
【００６８】
　ステップＳ４０１において自局が３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有している場合
、自局への接続指示をデュアル端末３に送信する（ステップＳ４０２）。
【００６９】
　一方、ステップＳ４０１において自局がバックボーン回線を単独に設置している場合、
自局への接続指示をＰＨＳ端末４に送信する（ステップＳ４０４）。
【００７０】
　続いて基地局制御部１０５は、自局に位置登録した無線通信端末との通信を開始する（
ステップＳ４０３）。
【００７１】
　このように、本実施形態によれば、ＰＨＳ基地局１は、自局が３Ｇ基地局２とバックボ
ーン回線を共有しているか否かに基づいて、デュアル端末３又はＰＨＳ端末４のいずれか
一方に対して自局への接続指示を送信することにより、自局にデュアル端末３及びＰＨＳ
端末４の双方が集中して接続することによる干渉等を回避し、無線通信システム全体にお
ける周波数の利用効率を向上することができる。
【００７２】
（変形例）
　次に本発明の変形例に係る無線通信システムについて説明する。変形例の無線通信シス
テムの構成は図１と同一であるため、説明は省略する。また、変形例に係るＰＨＳ基地局
１及びデュアル端末３の構成は、図２及び図４とそれぞれ同一であるが、基地局制御部１
０５及び端末制御部３３による制御が相違する。
【００７３】
　変形例に係る無線通信システムにおいては、３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有し
ているＰＨＳ基地局１と、無線通信端末（３，４）との間の通信品質が低下した場合、デ
ュアル端末３をＰＨＳ基地局１から３Ｇ基地局２へハンドオーバさせる制御を行う。
【００７４】
　具体的には、３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有しているＰＨＳ基地局１に接続し
ているデュアル端末３の端末制御部３３は、ＰＨＳ基地局１との通信品質が低下した場合
、３Ｇ基地局２へのハンドオーバを行う。具体的には、ＰＨＳ基地局１の基地局制御部１
０５は、自局に接続するデュアル端末３又はＰＨＳ端末４との通信品質が低下した場合、
自局に接続するデュアル端末３に対して３Ｇ基地局２へのハンドオーバ指示を送信する。
そしてデュアル端末３の端末制御部３３は、ＰＨＳ通信部３０がＰＨＳ基地局１からハン
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ドオーバ指示を受信した場合、３Ｇ基地局２へのハンドオーバを行う。通信品質が低下し
たことの判断は、例えば、ＲＳＳＩが所定の閾値を下回った場合、通信品質が低下したと
判断可能である。
【００７５】
　このように、変形例によれば、３Ｇ基地局２とバックボーン回線を共有しているＰＨＳ
基地局１と無線通信端末（３，４）との間の通信品質が低下した場合、３Ｇ基地局２に接
続できる蓋然性が高いデュアル端末３を３Ｇ基地局２へハンドオーバさせることにより、
無線通信システム全体における周波数の利用効率を向上することができる。
【００７６】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修正
は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。
【００７７】
　例えば、上述の実施例においては、第１の通信方式をＰＨＳ通信方式、第２の通信方式
を３Ｇ通信方式としたがこれに限られるものではなく、例えば、ＬＴＥ通信方式、Ｗｉ－
Ｆｉ通信方式等であってもよい。
【００７８】
　例えば、上述の実施例においては、ＰＨＳ基地局１が制御情報を報知するタイミング毎
に、バックボーン回線から情報を取得（ステップＳ１０２）しているが、バックボーン回
線からの情報取得は任意のタイミングで行ってもよい。例えば、ＰＨＳ基地局１の起動時
に取得し、その後任意の時間間隔で定期的に取得することが考えられる。
【００７９】
　例えば、バックボーン回線を単独に設置しているＰＨＳ基地局１は、デュアル端末３か
らの接続回数を記憶してもよい。このようにすることで、デュアル端末３からの接続回数
が多いＰＨＳ基地局１から優先的にバックボーン回線の共有化を進めることができる。
【００８０】
　例えば、ＰＨＳ基地局１が自局に接続している無線通信端末の数に応じて、バックボー
ン回線を共有している他のＰＨＳ基地局１の稼動を決定してもよい。このようにすること
で、無線通信システム全体の省電力化を図ることができる。
【符号の説明】
【００８１】
１　　　　ＰＨＳ基地局
１０　　　ＰＨＳセル
１００　　送信部
１０１　　受信部
１０２　　バックボーン情報取得部
１０３　　基地局選択情報作成部
１０４　　記憶部
１０５　　基地局制御部
１０６　　基地局選択情報
２　　　　３Ｇ基地局
２０　　　３Ｇセル
３　　　　デュアル端末
３０　　　ＰＨＳ通信部
３１　　　３Ｇ通信部
３２　　　選択部
３３　　　端末制御部
４　　　　ＰＨＳ端末
４０　　　ＰＨＳ通信部
４１　　　選択部
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４２　　　端末制御部
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